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第４回定例会議事日程（第４号） 

 

第 １ 議案第５８号  刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条 

            例の制定について 

第 ２ 議案第５９号  いちき串木野市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例の制定に 

            ついて 

第 ３ 議案第６０号  いちき串木野市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例 

            の制定について 

第 ４ 議案第６１号  鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び 

            同組合規約の変更について 

第 ５ 議案第６２号  権利の放棄について 

第 ６ 議案第６３号  いちき串木野市営住宅条例の一部を改正する条理の制定について 

第 ７ 議案第６４号  農村交流施設（ふれんどパーク羽鳥）の指定管理者の指定について 

第 ８ 議案第６５号  農村交流施設（れいめいふれあい公園）の指定管理者の指定について 

第 ９ 議案第６６号  都市公園等（北部地区）の指定管理者の指定について 

第１０ 議案第６７号  都市公園等（南部地区）の指定管理者の指定について 

第１１ 議案第６８号  都市公園（塩田第２公園）の指定管理者の指定について 

第１２ 議案第６９号  都市公園（新田公園）の指定管理者の指定について 

第１３ 議案第７０号  都市公園（串木野サンセットパーク）の指定管理者の指定について 

第１４ 議案第７１号  市来体育館等の指定管理者の指定について 

第１５ 議案第７２号  多目的グラウンド等の指定管理者の指定について 

第１６ 下水道予算議案第２号 令和６年度いちき串木野市下水道事業会計補正予算（第１号） 

第１７ 請願第２号   教育環境改善のため、２０２５（令和７）年度政府予算に係る意見書 

            採択の請願 

第１８ 予算議案第５号 令和６年度いちき串木野市一般会計補正予算（第７号） 

追加日程第１ 意見書案第２号 教育環境改善のため、２０２５（令和７）年度政府予算に係る 

               意見書の提出について 

第１９ 議案第７３号  いちき串木野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一 

            部を改正する条例の制定について 

第２０ 議案第７４号  いちき串木野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の一部を 

            改正する条例の制定について 

第２１ 議案第７５号  いちき串木野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

第２２ 予算議案第６号 令和６年度いちき串木野市一般会計補正予算（第８号） 

第２３ 国特予算議案第４号 令和６年度いちき串木野市国民健康保険特別会計補正予算（第３ 

              号） 

第２４ 介特予算議案第３号 令和６年度いちき串木野市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第２５ 後特予算議案第３号 令和６年度いちき串木野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 
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              ２号） 

第２６ 水道予算議案第２号 令和６年度いちき串木野市水道事業会計補正予算（第１号） 

第２７ 議員定数等調査特別委員会の報告について 

追加日程第２ 議案第７６号 いちき串木野市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定に 

              ついて 

第２８ 所管事務調査の結果報告について 

第２９ 所管事務調査の結果報告について 

第３０ 閉会中の継続調査について 

第３１ 議員派遣について 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第４号（１２月２３日）（月曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  田 畑 和 彦 君       ９番  大六野 一 美 君 

     ２番  西 田 憲 智 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ３番  高 木 章 次 君      １１番  東   育 代 君 

     ４番  江 口 祥 子 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  吉 留 良 三 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  松 崎 幹 夫 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ７番  田 中 和 矢 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  （欠員）           １６番  中 里 純 人 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  石 元 謙 吾 君   主       査  神 薗 敦 子 君 

補       佐  岩 下 敬 史 君   主       査  福 谷 和 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   企 画 政 策 課 長  山 﨑 達 治 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   財 政 課 長  長 畑 正 博 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   教 育 総 務 課 長  吉 永 康 彦 君 

総 務 課 長  岡 田 錦 也 君   消   防   長  下 池 裕 美 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和６年12月23日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △報  告 

○議長（中里純人君） まず、報告します。 

 去る12月17日までに受理した要望書等は、お手元

に配付した要望書等配付文書表のとおりです。 

 次に、監査委員から提出のあった令和６年10月分

の例月出納検査の結果並びに監査報告第６号及び第

７号について、それぞれ写しをお手元に配付してあ

ります。 

────────────── 

   △日程第１～日程第18 

         議案第58号～予算議案第５号一

括上程 

○議長（中里純人君） それでは、日程第１、議案

第58号から日程第18、予算議案第５号までを一括し

て議題とします。 

 初めに、総務厚生委員長の報告を求めます。 

   ［総務厚生委員長吉留良三君登壇］ 

○総務厚生委員長（吉留良三君） おはようござい

ます。報告いたします。 

 私ども総務厚生委員会に付託されました案件は、

単行議案５件、予算議案１件の計６件であります。 

 去る12月11日に委員会を開催し、審査が終了しま

したので、その審査経過の概要と結果について御報

告申し上げます。 

 まず、議案第58号刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いてであります。 

 本案は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴

い、懲役及び禁錮が拘禁刑として単一化されるため、

関係条例を整理しようとするものであります。 

 本案は、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、議案第59号いちき串木野市子ども医療費助

成条例の一部を改正する条例の制定についてであり

ます。 

 本案は、子ども医療費の支給方法について、窓口

負担を無料とする現物給付方式へ変更するため、改

正しようとするものであります。 

 説明によりますと、県においては、現在、市町村

民税非課税世帯の高校生以下を対象に窓口無料化を

導入しているが、令和７年４月診療分から課税世帯

の未就学児を窓口無料化の対象に拡充することにし

ている。今回、県の改正に合わせて、市独自に窓口

無料化の対象を課税世帯の高校生までに拡充する。 

 なお、課税状況を問わず未就学児から高校生まで

の全ての者が窓口無料の給付対象となることから、

本条例名を、子ども医療費助成条例から子ども医療

費給付条例へ見直す。また、これまで、子ども医療

費助成事業の対象外であった重度心身障害者医療助

成事業やひとり親家庭等医療費助成事業の対象者に

ついては、制度間の優先順位を撤廃し、子ども医療

費給付の受給資格も有することになるとのことであ

ります。 

 審査の中で、今回の拡充により、どの程度市の負

担が増えるのかと質したところ、現時点で医療費に

ついては約830万円の増と見込んでいるとの答弁で

あります。 

 本案は、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、議案第60号いちき串木野市ひとり親家庭等

医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。 

 本案は、児童手当法施行令及び特別児童扶養手当

等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

の施行に伴い、条文を整理しようとするものであり

ます。 

 本案は、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、議案第61号鹿児島県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の

変更についてであります。 

 本案は、大口地方卸売市場管理組合の解散に伴い、

鹿児島県市町村総合事務組合規約の一部を変更する
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ものであります。 

 本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第62号権利の放棄についてであります。 

 本案は、特別障害者手当等返納金に関わる債権を

放棄するため、地方自治法第96条第１項第10号の規

定により、議会の議決を求められたものであります。 

 説明によりますと、債務者に対して誤って支給し

た障害児福祉手当のうち未返納額３万6,000円につ

いて、債務者に対し破産の免責決定がされたことか

ら債権の回収が不可能となったため、権利の放棄を

するとのことであります。 

 審査の中で、ほかにも同様の事例が発生している

かと質したところ、このような誤認定等は発生して

いない。今後このような間違いを起こさないよう、

チェックリストを作成し複数人で確認するなどチェ

ック体制を整えたいとの答弁であります。 

 本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、予算議案第５号令和６年度いちき串木野市

一般会計補正予算（第７号）中、委員会付託分につ

いてであります。 

 本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出

それぞれ３億1,619万3,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ188億4,747万2,000円

とするほか、第２条で債務負担行為の補正、第３条

で地方債の補正をするものであります。 

 それでは、まず、歳入の主なるものについて申し

上げます。 

 10款１項１目地方交付税の普通交付税823万5,000

円は、今回の補正の所要財源の追加であります。 

 21款市債5,088万6,000円の追加は、内水氾濫浸水

対策事業の財源である道路整備事業債を5,000万円

増額するほか、国の算定に基づき、臨時財政対策債

を88万6,000円増額するものであります。 

 なお、今回の補正により、令和６年度末の市債残

高は160億1,722万8,000円の見込みとなり、そのう

ち98億4,599万8,000円、61.5％が交付税措置される

見込みであります。 

 次に、歳出の主なるものについて申し上げます。 

 まず、各款にわたり人事異動等に伴う職員給与費

等の補正を行っております。 

 ２款総務費１項３目情報管理費の地方公共団体情

報システムの標準化・共通化事業3,151万4,000円は、

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に

基づき、対象となる本市の基幹業務システムを令和

７年度末までにガバメントクラウドを活用した標準

準拠システムに移行するためのシステム関連経費を

追加するものであります。 

 ３款民生費１項２目障害者等福祉費の障害者総合

支援法介護給付等事業１億4,103万2,000円は、利用

見込み増に伴い、介護給付費及び訓練等給付費を追

加するものであります。 

 次に、第２条債務負担行為の補正は、戸籍等への

氏名の振り仮名記載事業と、今回の補正予算に計上

されている結Ｌｉｎｅこしき就航記念事業について

は２か年、農村交流施設や都市公園、スポーツ施設

等の指定管理については３か年にわたるため、令和

７年度以降分の債務負担行為を追加するものであり

ます。 

 次に、第３条地方債の補正は、道路整備事業債及

び臨時財政対策債の限度額を変更するものでありま

す。 

 本案中委員会付託分は、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 以上で、総務厚生委員会に付託されました案件に

ついては、審査経過の概要と報告についての報告を

終わります。 

○議長（中里純人君） これから、総務厚生委員長

の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論・採決に入りますが、予算議案第５

号については、２常任委員長の報告に対する質疑を

終結するまで保留しますので、御了承願います。 

 まず、議案第58号刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につ

いて、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 
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 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第59号いちき串木野市子ども医療費助

成条例の一部を改正する条例の制定について、討論

はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第60号いちき串木野市ひとり親家庭等

医療費助成条例の一部を改正する条例の制定につい

て、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第61号鹿児島県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の

変更について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第62号権利の放棄について、討論はあ

りませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、産業教育委員長の報告を求めます。 

   ［産業教育委員長田畑和彦君登壇］ 

○産業教育委員長（田畑和彦君） それでは、御報

告申し上げます。 

 私ども産業教育委員会に付託されました案件は、

単行議案10件、予算議案２件、継続審査の請願１件

の計13件であります。 

 去る12月12日に委員会を開催し、審査が終了しま

したので、その審査経過の概要と結果について、御

報告申し上げます。 

 まず、議案第63号いちき串木野市営住宅条例の一

部を改正する条例の制定についてであります。 

 本案は、市営住宅の入居要件について、同居親族

要件等の緩和を行うため、改正しようとするもので

あります。 

 説明によりますと、少子高齢化の進行に伴い、市

営住宅の入居率が低下し、単身者からの要望もある

ことから、同居親族を不要とし、収入基準にある子

育て世帯を、未就学児のいる世帯から高校生以下の

いる世帯とするとのことであります。 

 審査の中で、入居要件を緩和すると、市街地にあ

る住宅に入居者が集中し、郊外にある住宅の空きが

増えることが考えられるが、何か対策を検討してい

るのかと質したところ、目的外での使用について検

討し、国・県と協議をしていきたいとの答弁であり

ます。 

 本案は、全会一致で原案のとおり可決すべきもの
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と決しました。 

 次に、議案第64号から議案第72号までの指定管理

者の指定に係る９議案については、いずれも最低賃

金の引上げにより人件費が増となっており、その他

費目は実績等により算定、また指定の期間を令和７

年４月１日から令和10年３月31日までの３年間とす

るものであります。 

 まず、議案第64号農村交流施設（ふれんどパーク

羽島）及び議案第65号農村交流施設（れいめいふれ

あい公園）の指定管理者の指定についてを、一括し

て報告いたします。 

 ２議案の農村交流施設の指定管理者を引き続き、

れいめい羽島協議会に指定しようとするものであり

ます。 

 ２議案ともに、全会一致で可決すべきものと決し

ました。 

 次に、議案第66号都市公園等（北部地区）及び議

案第67号都市公園等（南部地区）の指定管理者の指

定についてを、一括して報告いたします。 

 ２議案の都市公園等の指定管理者を引き続き、株

式会社石原建設に指定しようとするものであります。 

 審査の中で、委員から、今回応募が１社であるが、

複数から応募があり競争原理が働くような公募条件

や方法などを検討すべきであるなどの意見が述べら

れたのであります。 

 ２議案ともに、全会一致で可決すべきものと決し

ました。 

 次に、議案第68号都市公園（塩田第２公園）、議

案第69号都市公園（新田公園）及び議案第70号都市

公園（串木野サンセットパーク）の指定管理者の指

定についてを、一括して報告いたします。 

 ３議案の都市公園の指定管理者を引き続き、塩田

第２公園は中央地区まちづくり協議会に、新田公園

は野平地区コミュニティ協議会に、串木野サンセッ

トパークはれいめい羽島協議会に、それぞれ指定し

ようとするものであります。 

 ３議案ともに、全会一致で可決すべきものと決し

ました 

 次に、議案第71号市来体育館等の指定管理者の指

定についてであります。 

 本案の指定管理者を引き続き、株式会社日本水泳

振興会に指定しようとするもので、指定管理を行わ

せる施設は、市来体育館、市来武道館、川北スポー

ツ公園及び秀栄ドームの４施設であります。 

 本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第72号多目的グラウンド等の指定管理

者の指定についてであります。 

 本案の指定管理者を引き続き、有限会社俣木造園

に指定しようとするもので、指定管理を行わせる施

設は、多目的グラウンド、庭球場及び市来運動場の

３施設であります。 

 本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、予算議案第５号令和６年度いちき串木野市

一般会計補正予算（第７号）中、委員会付託分につ

いてであります。 

 まず、歳入について申し上げます。 

 17款寄附金１項１目ふるさと納税寄附金は、ガバ

メントクラウドファンディング寄附金60万7,000円

の計上であります。 

 説明によりますと、冠岳登山道整備に係る寄附を

返礼品なしで募集したところ、プロジェクトに共感

した方々から39件の寄附があったとのことでありま

す。 

 次に、歳出の主なるものについて申し上げます。 

 ７款商工費１項２目商工振興の結Ｌｉｎｅこしき

就航記念事業補助金126万円は、令和７年３月の就

航を記念し、甑島商船株式会社が実施する運賃割引

等に対する補助金及び就航日の記念イベント等を行

う実行委員会に対する補助金の計上であります。 

 説明によりますと、補助については薩󠄀摩川内市と

共同で行い各市２分の１ずつ負担する、運賃割引の

実施は令和７年４月・５月のため、債務負担行為を

設定し、今回の甑島商船に対する補助金は広告宣伝

費の26万円、イベント実行委員会に対する補助金は

100万円とのことであります。 

 同じく４目観光費ホテルアクシアくしきの施設調

査事業304万7,000円は、建物の劣化状況や改修に係

る将来費用を推計し、今後の施設の在り方や利活用

の可能性を検討するための基礎資料作成に係る調査

費の計上であります。 
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 審査の中で、無償譲渡した建物であれば、現在の

所有者が施設を運営するために調査すべきではない

かと質したところ、施設の用途制限、土地の無償貸

付の期限が令和８年９月であり、その後、建物が市

に返還されることも想定し、今後の施設の運営や形

態について調査・検討するための経費であるとの答

弁であります。 

 また、この施設の継続性や重要性を考えれば、市

が関与する必要があることも理解している。市民の

理解が得られるよう丁寧な説明が必要ではないかと

質したところ、今後、検討段階での丁寧な説明を心

がけたいとの答弁であります。 

 ８款土木費５項１目都市計画総務費の内水氾濫浸

水対策事業5,000万円は、八房川に排水する樋門を

築造するための工事費の追加であります。 

 10款教育費３項２目教育振興費の教師用指導書等

購入費1,246万5,000円は、中学校教科書の令和７年

度改訂に伴う指導者用デジタル教科書等の購入費の

計上であります。 

 本案は、付託分について、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 次に、下水道予算議案第２号令和６年度いちき串

木野市下水道事業会計補正予算（第１号）について

であります。 

 主な内容としましては、西薩中核工業団地内にあ

るプリマハム株式会社新工場の事業拡大に伴い、汚

水量が大幅に増加したことにより、営業収益におい

て下水道使用料1,250万円を追加し、営業費用にお

いて汚水処理に伴う経費として処理場費1,060万円

を追加するものであります。 

 本案は、全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、請願第２号教育環境改善のため、2025（令

和７）年度政府予算に係る意見書採択の請願につい

てであります。 

 本件は、いちき串木野市湊町3108の３、領家栄昭

氏から提出されたものであります。 

 請願の趣旨は、貧困、いじめ、不登校など、解決

すべき課題が山積している学校現場において、子ど

もたちの豊かな学びを保障するためには、教材研究

や授業準備時間の確保、加配教員の増員や少数職種

の配置増など、教職員定数改善が不可欠である。小

学校の学級編成標準は、段階的に35人に引き下げら

れ2025年度には完了する計画であるが、小学校にと

どまることなく、中学校、高等学校での早期実施と

きめ細かい教育活動を進めるために、さらなる少人

数学級を実現するよう求めるものであります。 

 こうした観点から、中学校、高等学校までの35人

以下学級の推進と、さらなる少人数学級の実現、義

務教育費国庫負担制度の負担割合の復元、教育の機

会均等を保障するため複式学級の解消、また特別支

援学級在籍児童生徒の人数を交流学級の在籍数とし

てもカウントすることについて、国に対し意見書の

提出を求めるものであります。 

 本件は、採決の結果、賛成多数で採択すべきもの

と決しました。 

 以上で、産業教育委員会に付託されました案件に

ついて、審査経過の概要と結果についての報告を終

わります。 

○議長（中里純人君） これから、産業教育委員長

の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○７番（田中和矢君） ホテルアクシアくしきのの

施設調査事業の304万7,000円のことでお尋ねいたし

ます。 

 この施設は、我が市にとってなくてはならない、

つまり大規模の会議とか宴会とか、そういったこと

がここでしかやれる施設がないということで、今後

これがもし期限の令和８年９月で終わって返される

というようなことになれば、大変な市民の迷惑、あ

るいは非常に不便を講じることになるわけですが、

そのことについて、産業教育委員会のほうでは、も

う少し突っ込んだ、この調査によってどの程度の金

額まではやれるけれどというのは、９月議会等で、

700万円、250万円というような補助も出しておりま

す関係で、どの程度の金額の費用が出たならば、そ

の調査結果によっては修理費用等を補助して継続さ

せると。そういうような具体的な話はなかったもん

でしょうか。 

○産業教育委員長（田畑和彦君） 今、田中議員か
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らのお尋ねの件ですけれども、具体的なそういった

数字、金額ということについてはありませんでした。 

○７番（田中和矢君） 具体的なそのようなことは

ないにしても、この施設の重要性については多少触

れてはありますけれども、存続させていかないとい

けないというような考えでの審議はされなかったの

でしょうか。 

○産業教育委員長（田畑和彦君） たしか、当日は

田中議員も傍聴されておられたと思いますが、確か

に、田中議員がおっしゃるように大事な施設である

ことはよく理解しているということで、さらに、そ

の上から突っ込んだ内容というものについては審議

はされておりません。 

○７番（田中和矢君） その審議の際に、市からの

答弁はどういった内容だったんでしょうか。 

○産業教育委員長（田畑和彦君） 先ほど壇上で報

告したとおりであります。 

○議長（中里純人君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） ほかに質疑なしと認め、質

疑を終結します。 

 これから討論・採決に入ります。 

 まず、議案第63号いちき串木野市営住宅条例の一

部を改正する条例の制定について、討論はありませ

んか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第64号農村交流施設（ふれんどパーク

羽島）の指定管理者の指定について、討論はありま

せんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第65号農村交流施設（れいめいふれあ

い公園）の指定管理者の指定について、討論はあり

ませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第66号都市公園等（北部地区）の指定

管理者の指定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第67号都市公園等（南部地区）の指定

管理者の指定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 
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 次に、議案第68号都市公園（塩田第２公園）の指

定管理者の指定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第69号都市公園（新田公園）の指定管

理者の指定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第70号都市公園（串木野サンセットパ

ーク）の指定管理者の指定について、討論はありま

せんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第71号市来体育館等の指定管理者の指

定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、議案第72号多目的グラウンド等の指定管理

者の指定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は可決されました。 

 次に、下水道予算議案第２号令和６年度いちき串

木野市下水道事業会計補正予算（第１号）について、

討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第２号教育環境改善のため、2025（令

和７）年度政府予算に係る意見書採択の請願につい

て、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本件に対する委員長の報告は採択であります。 

 本件は、委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は採択されました。 
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 これから、保留いたしておりました予算議案第５

号について討論・採決に入ります。 

 予算議案第５号令和６年度いちき串木野市一般会

計補正予算（第７号）について、討論はありません

か。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案に対する２常任委員長の報告は、いずれも可

決であります。 

 本案は、２常任委員長報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

             休憩 午前10時37分 

             ───────── 

             再開 午前10時45分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 お諮りします。 

 ただいま産業教育委員長から、意見書案第２号教

育環境改善のため、2025（令和７）年度政府予算に

係る意見書の提出についてが提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、追加日程第１とし

て議題としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第２号教育環境改善のため、

2025（令和７）年度政府予算に係る意見書の提出に

ついてを日程に追加し、議題とすることに決定しま

した。 

────────────── 

   △追加日程第１ 意見書案第２号 

○議長（中里純人君） 追加日程第１、意見書案第

２号教育環境改善のため、2025（令和７）年度政府

予算に係る意見書の提出についてを議題とします。 

 産業教育委員長に趣旨説明を求めます。 

   ［産業教育委員長田畑和彦君登壇］ 

○産業教育委員長（田畑和彦君） ただいま議題と

されました意見書案第２号教育環境改善のため、

2025（令和７）年度政府予算に係る意見書の提出に

ついて、趣旨説明を申し上げます。 

 学校現場では、貧困、いじめ、不登校、教職員の

長時間労働や未配置など、解決すべき課題が山積し、

教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが

困難な状況であり、子どもたちの豊かな学びを保障

し学校の働き方改革を実現するためには、加配教員

の増員や少数職種の配置増など、教職員定数改善が

不可欠であります。 

 また、小学校の学級編制標準は、段階的に35人に

引き下げられ2025年度には完了する計画であるが、

今後は、小学校だけにとどまらず中学校、高等学校

での35人学級の早期実施ときめ細かな教育活動を進

めるためには、さらなる少人数学級の実現が必要で

あります。 

 このようなことから、国及び関係行政機関に対し、

次の事項を求める意見書を提出しようとするもので

あります。 

 一つ、中学校、高等学校までの35人以下学級を早

急に実施すること。また、さらなる少人数学級実現

を図ること。 

 二つ、学校施設、教材、図書、安全対策など子ど

もたちの教育環境において、自治体間格差を生じさ

せないために、義務教育費国庫負担制度の負担割合

を２分の１に復元すること。 

 三つ、離島、山間部の多い鹿児島県において、教

育の機会均等を保障するため、国の学級編制基準を

改めて、複式学級の解消に向けて適切な措置を講ず

ること。また、学校統廃合については地域や保護者

の意見も尊重して対処すること。 

 四つ、特別支援学級在籍児童生徒の人数を交流学

級の在籍数としてもカウントすること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、提案いた

します。 

 よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ、趣

旨説明とさせていただきます。 

○議長（中里純人君） これから質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論・採決に入ります。 

 討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり可決することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

   △日程第19～日程第26 

         議案第73号～水道予算議案第２

号一括上程 

○議長（中里純人君） 次に、日程第19、議案第73

号から日程第26、水道予算議案第２号までを一括し

て議題とします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 本日、新たに提案いたしま

した議案につきまして、提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 議案第73号いちき串木野市議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例並

びに議案第74号いちき串木野市市長、副市長及び教

育長の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてであります。 

 人事院勧告に伴う特別職の職員の給与に関する法

律の改正に準じ、本市議会議員及び特別職の期末手

当の支給割合を改定しようとするものであります。 

 改正の主な内容は、12月の期末手当の支給割合を

0.05月分引上げ1.675月分とし、本年12月１日から

適用しようとするものであります。これにより、年

間の期末手当の支給割合は3.30月分となり、令和７

年度以降、支給割合を６月と12月で平準化するもの

であります。 

 議案第75号いちき串木野市職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

 人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法

律の改正に準じ、本市一般職の職員の給料表等を改

定しようとするものであります。 

 改正の主な内容は、第１に、職員の給料表を平均

3.1％引き上げるもので、本年４月１日から適用し

ようとするものであります。第２に、期末手当及び

勤勉手当の改定であります。12月の期末手当及び勤

勉手当の支給割合をそれぞれ0.05月分引き上げ、期

末手当の支給割合を1.275月分、勤勉手当の支給割

合を1.075月分とし、本年12月１日から適用しよう

とするものであります。これにより、年間の期末手

当の支給割合は2.50月分、勤勉手当の支給割合は

2.10月分となり、令和７年度以降、支給割合を６月

と12月で平準化するものであります。 

 次に、予算議案第６号令和６年度いちき串木野市

一般会計補正予算（第８号）について説明を申し上

げます。 

 今回の補正予算は、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響が大きい低

所得世帯の支援に係る事業費の計上が主なるもので、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億7,375万9,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を191億2,123万

1,000円とするほか、繰越明許費の設定であります。 

 それでは、歳出から、その主なるものについて説

明を申し上げます。 

 まず、議案第73号から第75号による特別職、一般

職及び会計年度任用職員の給与改定等に伴い、人件

費を追加するもので、特別職分で14万2,000円、一

般職分で6,412万4,000円、会計年度任用職員分で

4,641万7,000円の増額となり、各款にわたり補正し

ております。 

 ３款民生費は社会福祉費で、住民税非課税世帯に

３万円を給付する重点支援給付事業費の計上及び住

民税非課税世帯に対し、子ども１人当たり２万円を

加算する子育て世帯支援給付（こども加算）事業費

の追加であります。 

 これに伴う歳入は、10款地方交付税で補正財源所

要額及び14款国庫支出金で物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金の追加であります。 
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 第２条繰越明許費は、住民税非課税世帯に対する

重点支援給付事業及び低所得の子育て世帯支援給付

（こども加算）事業について、翌年度に繰り越して

使用するものであります。 

 次に、国特予算議案第４号令和６年度いちき串木

野市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて、説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ377万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を38

億2,883万1,000円とするものであります。 

 補正の内容は、歳出において、１款総務費及び５

款保健事業費で、給与改定等に伴う会計年度任用職

員報酬等の追加であります。歳入は、６款繰入金で

一般会計繰入金、７款繰越金で前年度繰越金の追加

であります。 

 次に、介特予算議案第３号令和６年度いちき串木

野市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、

説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ204万円を追加し、歳入歳出予算の総額を41億

3,304万8,000円とするものであります。 

 補正の内容は、歳出において、１款総務費及び３

款地域支援事業費で、給与改定等に伴う会計年度任

用職員報酬等の追加であります。歳入は、７款繰入

金で一般会計繰入金の追加であります。 

 次に、後特予算議案第３号令和６年度いちき串木

野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて、説明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ10万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を５

億7,647万6,000円とするものであります。 

 補正の内容は、歳出において、１款総務費で給与

改定等に伴う会計年度任用職員報酬の追加でありま

す。歳入は、３款繰入金で一般会計繰入金の追加で

あります。 

 次に、水道予算議案第２号令和６年度いちき串木

野市水道事業会計補正予算（第１号）について、説

明を申し上げます。 

 今回の補正予算は、給与改定等に伴う給与費の追

加で、収益的収支の支出に305万8,000円を追加し、

総額を６億6,361万4,000円、資本的収支の支出に３

万3,000円を追加し、総額を５億5,778万9,000円と

するものであります。 

 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、

議決してくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中里純人君） これより質疑に入ります。 

 まず、議案第73号いちき串木野市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 次に、議案第74号いちき串

木野市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、質疑はあり

ませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 次に、議案第75号いちき串

木野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 次に、予算議案第６号令和

６年度いちき串木野市一般会計補正予算（第８号）

について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 次に、国特予算議案第４号

令和６年度いちき串木野市国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 次に、介特予算議案第３号

令和６年度いちき串木野市介護保険特別会計補正予

算（第２号）について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 次に、後特予算議案第３号

令和６年度いちき串木野市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 次に、水道予算議案第２号

令和６年度いちき串木野市水道事業会計補正予算

（第１号）について、質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 質疑なしと認め、これで質
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疑を終結します。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっている議案第73号から水道予

算議案第２号については、会議規則第37条第３項の

規定により委員会への付託を省略したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第73号から水道予算議案第２号

については、委員会への付託を省略することに決定

しました。 

 これから討論・採決に入ります。 

 まず、議案第73号いちき串木野市議会議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第74号いちき串木野市市長、副市長及

び教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第75号いちき串木野市職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定について、討

論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、予算議案第６号令和６年度いちき串木野市

一般会計補正予算（第８号）について、討論はあり

ませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、国特予算議案第４号令和６年度いちき串木

野市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、介特予算議案第３号令和６年度いちき串木

野市介護保険特別会計補正予算（第２号）について、

討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、後特予算議案第３号令和６年度いちき串木

野市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に
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ついて、討論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、水道予算議案第２号令和６年度いちき串木

野市水道事業会計補正予算（第１号）について、討

論はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 討論なしと認め、採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

   △日程第27 議員定数等調査特別委員会の報

告について 

○議長（中里純人君） 次に、日程第27、議員定数

等調査特別委員会の報告についてを議題とします。 

 議員定数等調査特別委員長に報告を求めます。 

 ［議員定数等調査特別委員長東 育代君登壇］ 

○議員定数等調査特別委員長（東 育代君） 令

和５年第５回市議会定例会において、「本市の議員

定数及び報酬等はいかにあるべきか」調査するため、

８人の委員をもって構成する議員定数等調査特別委

員会が令和６年12月31日までの期限を付して設置さ

れました。 

 本委員会においては、本市と人口規模が類似して

いる九州管内36市の議会運営に関する資料の収集を

はじめ、議員定数・報酬及びいちき串木野市議会に

対する意識調査や市内各種団体との意見交換会を行

うなど、民意の把握に努めながら、これまで９回に

わたり委員会を開催し、調査を行ってまいりました。 

 このたび令和７年11月12日、議員の任期が満了と

なることを踏まえ、次回の一般選挙に向けて、委員

会の意見を集約し、議員定数案及び報酬案について

結論を得ましたので、その調査の経過の概要と結果

について報告いたします。 

 本委員会では、第１回委員会を令和５年12月21日

に開催して以来、議員定数及び報酬等について慎重

かつ真摯に議論を重ねてまいりました。 

 まず、初めに、本市の議員定数の経緯について申

し上げます。合併前の定数は、旧串木野市22人、旧

市来町16人の計38人であります。合併直後の平成17

年11月には、定数を22人とし新市として最初の選挙

が行われ、平成21年11月には、定数22人から４人減

じ定数18人、また平成29年11月には、定数18人から

２人減じ定数16人で選挙が行われ、現在に至ってお

ります。 

 次に、本市の議員報酬の経緯について申し上げま

す。合併時の平成17年11月は、議長40万円、副議長

31万4,000円、議会運営委員長及び常任委員長30万

円、議員29万円でありましたが、平成19年４月の改

定において、いちき串木野市特別職報酬等審議会の

答申により、本市の危機的財政状況、社会情勢、市

民感情等を総合的に勘案して、５％削減することと

し、議長38万円、副議長29万8,300円、委員長28万

5,000円、議員27万5,500円となりました。また、平

成30年４月の改定において、報酬等審議会の答申に

より、本市の議員報酬は、県内19市中14番目と低い

水準であること、九州内の類似団体と比較して５万

円以上の差があること、過去の報酬削減、議員数の

削減による財政効果が大きいこと、若い世代や能力

ある人材が議員に立候補しやすい環境を整える必要

があることなどから、２％引き上げ、議長38万

7,600円、副議長30万4,200円、委員長29万700円、

議員28万1,000円となり、現在に至っております。 

 協議していくに当たり、本委員会では、まず、本

市を除く県内18市及び九州管内の人口規模が類似し

ている九州管内18市、合計36市を対象に、資料を収

集し、データの分析を行いました。 

 資料に基づく人口２万人から３万人の本市を除く

18市の議員定数の比較では、定数19人が１市、18人

が５市、16人が９市、15人が１市、14人が１市、13
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人が１市となっております。また、人口２万3,000

人から２万9,000人の本市を除く15市の議員報酬を

比較してみますと、１市が26万6,000円で、その他

の14市では月額30万円以上という結果でありました。 

 収集資料に対する意見交換においては、人口規模

や財政状況等について、他市の現状と照らし合わせ

ながら議論いたしました。議論を進める中で、広く

市民の意見を伺うために、意見交換会を実施すべき

との意見が出され、広く民意を把握するために市内

各種団体に対して、「議員定数・報酬及びいちき串

木野市議会に対する意識調査」を実施することとい

たしました。なお、調査は、議会への関心度、議会

情報の取得、議会傍聴、議会改革の取組、議員定数

や議員報酬など10項目について行っております。 

 第５回委員会では、意識調査の調査結果に対する

報告及び分析を行いました。 

 調査結果については、依頼した47団体全てから回

答をいただき、市議会に関心があるかといった問い

に対しては、全ての団体で「ある」または「少しあ

る」との回答があった一方で、市民の声が市議会に

反映されていると思うかといった問いに対しては、

「反映されていない」「分からない」という回答が

多く、市民から議会への意見は大変厳しい状況であ

りました。 

 議員定数・報酬に関する項目では、本市の議員定

数は何人が妥当な議員数だと思うかという問いにお

いて、「現在の議員定数でよい」が55.3％、「現在

の議員数より減らす」が40.4％、「現在の議員数よ

り増やす」が０％でありました。次に、本市の議員

報酬について、現在の報酬額は妥当な金額だと思う

かという問いでは、「妥当な額と思う」が61.7％、

「少し少ないと思う」が27.7％、「少し多いと思う」

が8.5％であり、議員定数・報酬のいずれも、現状

が望ましいとの回答が半数以上の結果となりました。 

 また、自由意見として、人口減少の傾向にあるの

で定数は減らしたほうがいい、議員を減らして１人

当たりの報酬を増やし次の担い手が立候補しやすく

すべき、市民の月給と比べて議員報酬は高いと思う

など、様々な意見が寄せられたところであります。 

 次に、本年７月26日及び29日には、「市内各種団

体との意見交換会」を開催し、各まちづくり協議会

や女性団体、商工会議所の方々など、38団体52名の

参加をいただき活発な議論が交わされました。 

 会議の中では定数について、議会活動をする上で

定数は何人が適当なのか考えて定めてほしいといっ

た意見のほか、人口はどんどん減少しており定数は

減らしてもいいのではないかという定数削減を主張

する意見が多く、報酬については、他市と比較する

だけでなく市民感情も考慮して報酬は現状でいいの

ではないかといった現状維持の意見がある一方、若

い世代が家族を養っていけるような報酬にしてほし

い、報酬は時代に合わせて上がっていくのが当然で

はないかといった報酬を増額すべき旨の意見も出さ

れました。 

 第６回委員会において、市内各種団体との意見交

換会での意見を精査するとともに、第６回から第９

回までの４回の委員会にわたり委員間での協議を行

いました。次期改選時の議員定数に係る議論の中で

は、議員定数を減らすと、中山間地等において議員

のいない地域が増えることが懸念されるとして現状

維持を望む意見が出された一方で、本市の非常に厳

しい財政状況に鑑み、議員定数は削減すべきである、

さらには、市域もコンパクトであり将来を見据えて

思い切った定数削減が必要、本市における議員の成

り手不足が懸念されており、定数を削減して、これ

までの議員報酬額を超えない範囲での報酬増額が望

ましいとして、議員定数は12人あるいは13人に削減

すべきとする意見などが出されましたが、多く述べ

られた意見は、本市の人口について、前回定数を見

直した平成29年度同様の減少傾向であること、議会

の権能を発揮するには２常任委員会を維持すること

が望ましく、１委員会当たり最低７人は必要である

ことなどから、議員定数を２人削減して14人とすべ

きとするものであり、本市の議員定数はいかにある

べきかについて採決を行った結果、本委員会として

の結論は、「次期一般選挙から適用する議員定数は、

現行の16人から２人削減し14人とすべきである」と

決定いたしました。 

 なお、今回の委員長報告が承認された場合は、い

ちき串木野市議会議員定数条例の一部を改正する条
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例の制定についての議案を提案したいと考えており

ます。 

 次に、次期改選以降の議員報酬に係る議論の中で

は、近隣市と比較しても大差のない報酬額である、

本市の財政状況や市民所得等を鑑みると増額できる

状況ではない、将来的に報酬増とすべき時期が来る

かもしれないが、現時点ではそういった状況ではな

い、報酬が上がるからという理由ではなく本市の発

展のために一生懸命頑張りたいという方に議員にな

ってほしい、議会への出席義務は年間60日前後であ

り、議員自らが報酬の増額を語るのはおこがましい

など、現状維持とすべき旨の意見がある一方で、昨

今の物価高騰を背景に、初任給を上げて人材確保に

努める民間企業も増えている、議員年金が廃止され

将来の生活の保障がない中では、議員の成り手不足

が懸念される、成り手不足解消に向けて兼業でない

方が議員報酬で日常生活が営まれるような環境整備

が必要である、将来を見据えて志高い方々が挑戦で

きる環境を整えるため、定数を２減とし、これまで

の報酬月額の総額を超えない範囲で月額３万8,000

円程度の増が必要ではないか、本市の財政状況では

今後公債費比率が下がってくると見込まれ、定数を

減らし報酬を上げて十分な議員活動をすべきといっ

た市民の意見も多くなってきたことなどから、議員

定数を削減した上で、これまでの議員報酬月額の総

額を超えない範囲で増額すべきとの意見が述べられ

ました。 

 また、議員報酬の見直しに当たっては、特別職報

酬等審議会において検討された議員報酬でなければ、

市民の理解が得られないのではないかといった報酬

等審議会への諮問を要請すべき旨の意見が述べられ

ております。 

 本市の議員報酬はいかにあるべきかについては、

採決の結果、委員長を除く７名のうち、議員報酬を

引き上げるべきとする委員が４名、議員報酬は現状

のまま維持すべきとする委員が３名となり、「次期

一般選挙から適用する議員報酬は、引上げを行うべ

き旨の意見が多数」を占めました。これを踏まえて、

いちき串木野市特別職報酬等審議会の開催を要請す

るという結論であります。 

 なお、議論の中では、議員活動が市民に十分伝わ

っておらず、理解してもらう努力も必要ではないか、

議員おのおのが活動する中で、次の若い世代が立候

補しやすい環境整備、機運の醸成が必要である、議

員の成り手不足については、今後も引き続き課題解

決に向けて協議していく必要があるなど、今後のい

ちき串木野市議会の在り方等を含めて様々な意見が

述べられたのであります。 

 私どもは、「議員定数・報酬及びいちき串木野市

議会に対する意識調査」や「市内各種団体との意見

交換会」などを通して、議員定数等調査特別委員会

に寄せられた多くの御意見、御提言を真摯に受け止

めるとともに、これまで以上に市民との意思疎通を

図りながら、議員個人の資質向上及びいちき串木野

市議会の活性化に取り組んでまいる所存であります。 

 以上で、議員定数等調査特別委員会に付託されま

した案件について、調査の経過の概要と結果につい

ての報告を終わります。 

○議長（中里純人君） これから、議員定数等調査

特別委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○７番（田中和矢君） 今、議員定数と報酬につい

ての委員長からの報告を受けましたが、その中で、

若い世代の議会参加と財政状況等を考えて、いろい

ろと議論され、かなりいい議論をされているとは思

いますが、この中で、若い議員をこの議会に参加す

る、あるいはもっと言えば選挙で出てもらう、そう

いう意味で、どうでしょうか、現在のこの議会の議

員の構成のことはもう少し具体的に出なかったもん

でしょうか。 

 はっきり言いまして、他市町村の議会の構成等を

見て、あるいは比較すると、私は絶対年齢のことを

言っているんではなくて、期数ですね、かなり期数

の長い、多いというか、50年近くもやっておられる

方がおられる。今、当局の皆さんが我が市の市役所

に努める前から議員をされてる方がおられます。や

はり、こういったことから、後進に道を譲るべきだ

というような考え、あるいはそういった意見交換は

なかったのか、委員長にお尋ねしたいと思います。 

○議員定数等調査特別委員長（東 育代君） 田
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中議員の質問にお答えいたしますが、構成や期数に

ついての審議はしておりません。 

○７番（田中和矢君） 議員の、あるいは選挙権の、

議員に立候補する、こういったものは公職選挙法に

定められていて、25歳以上とか30歳以上、被選挙権

がそうですね、選挙権はついこの間までは20年でし

たが最近では18歳と。それは、被選挙権と選挙権は

定めてありますが、公職選挙法によると、いつまで

してはいかんとか、何期までだというようなことは

定められておりません。これは、それぞれの方の体

力あるいは……、なかなか言いにくい面ではありま

すが、やはりあまりにも。50年とか長い間やること

は、若い方の議会参加にも非常に……、そういうの

がありますので、そういった議員の最後のほうのこ

とは条例とか法律では定めてありませんが、そうい

った質疑は具体的に出なかったのでしょうか。 

○議員定数等調査特別委員長（東 育代君） 田

中議員の質問にお答えしますが、今いろいろと申述

べをされましたけれども、そういうことについての

意見は出ておりませんし、審議しておりません。 

○議長（中里純人君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） ほかに質疑なしと認め、こ

れで質疑を終結いたします。 

 これより討論・採決に入ります。 

 議員定数等調査特別委員会の報告について、大六

野一美議員の発言を許します。 

○９番（大六野一美君） 私は、議員定数等調査特

別委員会委員長の報告に対し、反対の立場で討論を

いたします。 

 他市に比較しても人口減少率が著しく、ましてや

県内ワースト１の財政状況から、定数を見直し調査

をせよというのが特別委員会の発足であったと理解

をし、認識をしております。 

 定数は、そういう意味から、２減の14名とするこ

とでほぼ全会一致で委員会としての結論を見ました。 

 しかしながら、２名減の報酬分を14名に上積み、

報酬を３万8,000円程度アップしようとのことであ

ります。その前提で、報酬審議会の開催を要請する

とのことであります。報酬は、対価であって給料で

はないことをしっかり認識すべきであって、おのれ

の生活を優先し報酬アップを要請すべきではないと

の信念を持っております。 

 定数２減が報道されてから、数人の市民から、２

減して報酬アップするぐらいなら現状のほうでいい

んじゃないのかという声を聞きました。 

 10月、11月に実施された薩摩川内市、伊佐市、明

けて４月に予定されている日置市、若い人の立候補

が多数予定をされております。同時に、期数も若い。

本市だけが突出している事実をしっかり自覚すべき

との思いを伝え、反対討論といたします。 

○議長（中里純人君） 次に、田中和矢議員の発言

を許します。 

○７番（田中和矢君） 通常の討論だと、反対討論

があって賛成討論があって私の番に来るものと思っ

てましたが、賛成討論がありませんので、大六野議

員に引き続き反対討論ということで申し上げます。 

 財政状況やら社会情勢、市民感情、こういったこ

とで、議員定数等特別委員会で十分な審議がされた

とは思います。その結果を発表されたとは思ってお

りますが、私は、人口減であっても、やはり定数は

現在の16名で維持してもらいたいと考えるものです。 

 ２名減した上で報酬を、先ほども大六野議員がお

っしゃったので重なりますので控えますが、その分

を14名で上乗せしていくというような考え方ではい

かんと思います。 

 若い世代の議会参加を図ると、財政状況を考える

とというようなこともありましたが、やはり、市民

の皆さんは、議員の報酬が決して妥当だ、あるいは

安いと思っている方は少ないと思います。アンケー

トの調査ではあのような数字が出ておりますが、や

はり、市民の皆さんから議員を減らしてというのが

出てくるのは、そこに我々議員が本当に熱心に審議

を尽くしていないから、そういうような意見が出て

くるのではないかと思いますし、それから、市民の

平均所得が大体230万円ということからも、やはり

議員に対する妬み、やっかみもあるのではないかと

思っております。 

 そういったことからしましても、国会議員は別と

しまして、戦後、マッカーサーが、市議会議員の報
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酬はできるだけ高くして優秀な人あるいは熱心な人

に市議会議員になってほしいということでやったそ

うですが、これがどうもうまくいかなかったという

ような話も、それから後、戦後ずっと言われており

ます。 

 世界の市議会議員の報酬を考えると、カナダのバ

ンクーバーとかはボランティアという考え、それか

ら、欧州でも無償のボランティアではないですけれ

ども妥当な範囲での報酬を決めているようです。そ

こで、ボランティアとは通常は無償が原則なんでし

ょうけれども、あえて有償のボランティアと。アメ

リカのニューヨークとかそういったところでも、市

民所得より多くないことと定めてあるそうです。そ

して、議員の任期も４期を超えないと。４期になっ

たら自動的に引退する、そして後進に譲って若い人

たちの、あるいはその時代に合った考え方を議会に

取り入れていく。そういったことは大いに学ぶべき

点ではないかなと思っております。 

 したがいまして、議員の定数の削減には反対、現

状を維持する、それと報酬は、先ほど言いました市

民所得の平均である230万円よりずっと多いわけで

すから、そういった面からも報酬を上げるというの

はもってのほかであって。そうであっても議員にな

って活動したい、そういう情熱のある方になってい

ただくために、報酬の増についても反対と考えます。 

 そういったことで、議員定数、先ほどの委員長の

報告には反対という立場でお話をいたしました。ど

うか、皆さんもよく考えていただければありがたい

なと思います。 

○議長（中里純人君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） ほかに討論なしと認め、起

立採決します。 

 本案を承認することに賛成の方の起立を求めます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（中里純人君） 起立多数であります。 

 したがって、本案は承認することに決定しました。 

 ここで暫時休憩します。 

             休憩 午前11時38分 

             ───────── 

             再開 午前11時45分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 お諮りします。 

 ただいま議員定数等調査特別委員長から、議案第

76号いちき串木野市議会議員定数条例の一部を改正

する条例の制定についてが提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、追加日程第２とし

て議題としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第76号いちき串木野市議会議員

定数条例の一部を改正する条例の制定についてを、

日程に追加し議題とすることに決定しました。 

────────────── 

   △追加日程第２ 議案第76号上程 

○議長（中里純人君） 追加日程第２、議案第76号

いちき串木野市議会議員定数条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

 議員定数等調査特別委員長に提案理由の説明を求

めます。 

 ［議員定数等調査特別委員長東 育代君登壇］ 

○議員定数等調査特別委員長（東 育代君） た

だいま議題とされました議案第76号いちき串木野市

議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。 

 本市議会においては、令和５年12月に議員定数等

調査特別委員会を設置し、本市の議員定数及び報酬

等はいかにあるべきかについて、類似市に関する資

料の収集・分析を行うとともに各種団体との意見交

換会を実施するなど、鋭意調査してまいりました。 

 その結果、本市の厳しい財政状況や人口減少を勘

案するとともに、市民の声を真摯に受け止め、現行

の議員定数16人から２人減員し、定数を14人とする

特別委員長報告が承認されたところであります。 

 このことを踏まえ、地方自治法第91条第１項の規

定に基づき、委員長報告のとおり、議員定数を14人

に改正し、次期一般選挙から適用しようとするもの

であります。 
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 以上で提案理由の説明を終わりますが、よろしく

御審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中里純人君） これから質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論・採決に入ります。 

 議案第76号いちき串木野市議会議員定数条例の一

部を改正する条例の制定について、田中和矢議員の

発言を許します。 

   ［７番田中和矢君登壇］ 

○７番（田中和矢君） 議員定数を16から14に２名

減することに対して、反対の立場から討論いたしま

す。 

 やはり、民主主義の原則は本来は市民全員でやる

のが本当なんだけれども、それでは実際問題として

やれない。これは、ローマの時代から、全員で円形

競技場なりコロシアムに集まってけんけんがくがく

とした意見を交わして、しかも多数決によって決め

た、その原則をできるだけ維持する、守るためにも、

人口減や財政状況ということで安易に定数を２名減

にすることに対して、反対をいたします。 

 やはり、先の委員長から発表されたアンケートで

も、定数に関するアンケートによりますと、現状維

持が60％います。これは、単純に言っても２分の１、

過半数を占めているわけです。 

 そういったことからも、それからまた、当市では

16のまちづくり協議会がありますが、何も、私は、

議員はまちづくり協議会から１名ずつ出している、

そんなふうには全く思っておりません。地域の代表

であるとともに、あるいはそれ以上に市全体のこと

を考えた上で、私がモットーとしておりますのは市

民派の議員、そういう立場からしても、やはり多く

の様々な意見、様々な経済状況や家庭状況、いろん

な方がおられることをできるだけ吸い上げるために

も、議員の定数は削減すべきではないと思います。 

 したがいまして、この２名定数減の条例案には反

対をいたします。 

○議長（中里純人君） 次に、田畑和彦議員の発言

を許します。 

   ［１番田畑和彦君登壇］ 

○１番（田畑和彦君） 議案第76号いちき串木野市

議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、賛成の立場で討論をいたします。 

 本議案は、先ほど委員長から報告がありましたが、

これまで議員定数等調査特別委員会において、本市

と人口規模や財政規模が類似した他市との対比、民

意を広く把握するための意識調査、各種団体との意

見交換会を踏まえ、９回にわたる委員会を開催し慎

重に議論され、平成29年11月から適用されている現

在の議員定数16人を２人削減し、定数を14人とする

ものであります。 

 私は、賛成の理由として、人口減少・少子化への

対応は最重要視すべきでありと考え、議員定数削減

を公約として掲げてまいりました。御承知のとおり、

少子化の進行は一向に歯止めがかからず、静かなる

有事とも言われ、我が国の喫緊の課題とはいえ、そ

の解決はいまだ見つからず人口減少・少子化の進行

は激化する一方であります。 

 本市でも、定数を16人としてから７年が経過し、

この間、本市の人口は約2,700人も減少し、先月末

の本市の人口は２万5,862人となりました。本市の

定数が14人となると、議員１人が担う人口は1,847

人となります。 

 先進地を参考にしますと、お隣の日置市では、定

数が20人であり議員１人が担う人口は2,314人で、

本市にこの割合を置き換えると、本市の議員定数は

11人、また３日前の南日本新聞によりますと、南さ

つま市では、来年11月の選挙から１人減の16人とす

る条例改正が可決したとの記事がありました。南さ

つま市の人口は、12月３日現在で３万1,131人であ

り、定数が16人となれば議員１人が担う人口は

1,945人で、本市にこの割合を置き換えると、本市

の議員定数は13人となります。 

 一方、面積を考慮すると、日置市の面積は本市の

2.2倍、南さつま市は本市の2.5倍あるにもかかわら

ず、先ほど申した議員定数の割合でも、二元代表制

を維持し住民のための意思決定機関としての役割を

果たしております。 

 定数削減後は、先進地の議会運営の取組事例を参
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考にし、さらには、自己能力を高めるふだんの研さ

んや民意の吸収機能の充実、議会運営上の工夫に努

め、議会機能の維持・向上・充実を図ることにより、

市民の負託に応えるものと確信いたします。 

 以上のことを付け加えさせていただき、議員定数

を14人にすることを皆様にお願い申し上げまして、

賛成討論といたします。御賛同いただきますよう、

心からお願いをいたします。 

○議長（中里純人君） ほかにありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） ほかに討論なしと認め、起

立採決します。 

 本案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（中里純人君） 起立多数であります。 

 したがって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────── 

   △日程第28 所管事務調査の結果報告につい

て 

○議長（中里純人君） 次に、日程第28、所管事務

調査の結果報告についてを議題とします。 

 総務厚生委員長の報告を求めます。 

   ［総務厚生委員長吉留良三君登壇］ 

○総務厚生委員長（吉留良三君） 報告いたします。 

 総務厚生委員会のこれまでの所管事務調査の内容

を取りまとめましたので、その結果について報告い

たします。 

 当委員会では、所管事務調査項目として、人口減

少対策について、防災対策（原発を含む）について、

行財政改革について、生活環境について、住民福祉

について、健康増進についての６項目を設定してお

ります。 

 令和６年５月13日から15日にかけて、山口県長門

市、島根県江津市、島根県津和野町に、先進地行政

視察を行ってまいりました。 

 まず、山口県長門市では、「移住・定住促進施策

の取組について」調査しました。 

 長門市は、移住者のターゲットを子育て世代とし、

数も大事だが質も大事として、定住支援員・移住コ

ーディネーター設置事業や空き家活用事業、お試し

暮らしコーディネート事業など様々な定住支援事業

に取り組んでおります。 

 中でも、定住支援員は、空き家物件の調査や登録、

移住希望者への物件説明を行っており、移住コーデ

ィネーターは、窓口、電話、オンラインによる移住

相談や転入時のサポート、移住後のケアを行ってお

ります。 

 定住支援員と移住コーディネーターの相談者・移

住者に寄り添った支援や定住支援サイト等の効果も

あり、移住相談件数は令和５年度において988件と

順調に伸びているとのことであります。 

 当委員会としては、長門市は、電話やメール等で

の問合せの初期段階から移住後のケアまで人と人と

のつながりを大事にしている。本市でも、移住コー

ディネーターを複数人配置し、移住者との絆を深め

る取組を講じるべきであるとの意見を集約しました。 

 次に、島根県江津市では、「守りと攻めの定住対

策について」調査しました。 

 江津市は、守りの定住対策として、平成18年から、

他地域に先駆けて空き家バンク制度を開始し、定住

促進や地域活性化の取組を行っております。江津市

の空き家バンク制度は、対象者をＵ・Ｉターン者に

限定しており、空き家改修補助金についても、Ｕ・

Ｉターン者の入居が見込める物件を補助条件として

おります。 

 また、攻めの定住対策として、ビジネスプランコ

ンテストを行っております。市、ＮＰＯ法人、金融

機関、商工会議所等で組織される起業家支援の事業

体が、地域の問題解決につながるビジネスを募集し、

挑戦意欲のある若者を発掘するビジネスプランコン

テストを平成22年から開催、これまで様々な起業が

実現し、市内の空き店舗等に出店しております。 

 当委員会としては、江津市の空き家バンク制度の

ように、対象者をＵ・Ｉターン者に限定するなど戦

略的な取組は参考になる。また、ビジネスプランコ

ンテストが成功した要因は、行政だけでなく金融機

関、商工会議所、ＮＰＯ法人など市内の関係者が連

携して支援体制を構築していることである。市だけ

が事業を行うのではなく、地域ぐるみで起業する人

を応援する仕組みづくりが若者の創業と定着につな
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がっているとの意見を集約しました。 

 次に、島根県津和野町では、「移住・定住支援の

取組について」調査しました。 

 津和野町は、民間の有識者グループ、人口戦略会

議により、消滅可能性都市として公表された危機感

から、覚悟を持って移住・定住支援事業に取り組ん

でおります。 

 町へ移住を希望する者、就業体験を希望する者、

または地元の高校へ修学を希望する者、もしくはそ

の家族に、町内の風土や日常生活を体験できる機会

を提供するため、お試し暮らし住宅事業を行ってお

ります。また、空き家等住宅関連補助金を充実させ、

民間事業者による空き家改修を促進し、賃貸住宅の

確保と定住対策を行っております。 

 当委員会としては、その土地の風土や移住生活を

体験できる機会を提供できるようなお試し住宅を整

備するべきである。また、空き家所有者の視点に立

った空き家等関連補助金を拡充することにより、空

き家の有効活用が図られるとの意見を集約しました。 

 先進地で調査した内容を委員会において協議し、

所管課への現状確認を行った上で、移住・定住促進

の取組について、次の項目を提言することを決定し

ました。 

 一つ、移住相談や転入時のサポート、移住後のケ

アなどを行う移住コーディネーターの配置を検討す

ること。 

 二つ、定住相談員の増員及び相談活動の充実に取

り組むこと。 

 三つ、行政職員と定住相談員の連携と人材育成に

取り組むこと。 

 四つ、移住者同士や仲間づくりや情報交換ができ

る移住者交流会などの企画・開催を検討すること。 

 五つ、移住者向けの空き家の確保、お試し住宅の

拡充に取り組むこと。 

 六つ、魅力を感じる空き家、空き店舗の情報発信

に取り組むこと。 

 七つ、空き家の有効活用を促進させる改修費補助

金の増額を検討すること。 

 以上を提言とし、今後の政策において検討される

よう要望するものであります。 

 これで、総務厚生委員会の所管事務調査報告を終

わります。 

○議長（中里純人君） これから、総務厚生委員長

の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 質疑なしと認めます。 

 総務厚生委員会の所管事務調査の結果報告につい

ては、委員長の報告のとおり承認することに御異議

ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務厚生委員会の所管事務調査の結

果報告は委員長報告のとおり承認されました。 

────────────── 

   △日程第29 所管事務調査の結果報告につい

て 

○議長（中里純人君） 次に、日程第29、所管事務

調査の結果報告についてを議題とします。 

 産業教育委員長の報告を求めます。 

   ［産業教育委員長田畑和彦君登壇］ 

○産業教育委員長（田畑和彦君） それでは、産業

教育委員会のこれまでの所管事務調査の内容を取り

まとめましたので、その結果について報告いたしま

す。 

 当委員会では、所管事務調査事項として、農林水

産業の振興について、商工・交通運輸について、食

のまちづくり・観光振興について、社会基盤の整備

について、教育問題について、スポーツ・文化の振

興について、新エネルギー施策の推進について、企

業誘致についての８項目を設定しております。 

 令和６年５月15日から17日にかけて、学校統廃合

と跡地利用、特産品のブランド化、不登校対策の三

つの項目について、徳島県三好市、岡山県備前市、

広島県海田町に、先進地行政視察を行ってまいりま

した。 

 まず、徳島県三好市では、「廃校施設の活用につ

いて」調査いたしました。 

 三好市では、平成24年４月から、休廃校活用事業

を推進するため、専任で配置された職員が職員のや
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る気や能力に左右されない仕組みづくりに取りかか

り、活用に関する基本方針と仕組みを確立しており

ます。 

 廃校となった学校施設は、校舎の状態や立地、地

元の意向などを踏まえ、活用校、活用検討校、廃止

に分類し、募集や活用を早急に行っており、活用に

当たっては、無償貸付を基本とし、施設整備や運営

に対する市からの補助等は一切なく、契約期間満了

時の原状回復も求めていないとのことであります。 

 当委員会としては、施設は現状のまま無償で貸し

出すため、活用する事業者が必要に応じて改修を行

い、契約期間満了時の原状回復も求めておらず、事

業者が参入しやすい仕組みとなっている。応募があ

った事業については、市職員による地元説明会が丁

寧に行われており、地元住民の意見を尊重し市全体

で取り組む姿勢は参考になるとの意見を集約しまし

た。 

 次に、岡山県備前市では、「里海里山ブランド推

進協議会について」調査しました。 

 備前市では、約40年前に、数名の地元漁師が始め

たアマモ場再生活動を契機とし、2017年に、関係団

体と行政が一体となり、資源を生かした持続可能な

まちづくりの推進を目的とした備前市里海・里山ブ

ランド推進協議会 ｗｉｔｈＩＣＭを設置しており

ます。また、協議会では、持続可能な取組や自然に

配慮した事業によって育まれる産品や商品などを、

備前市里海里山ブランド「みんなでびぜん」に認定

し推奨しております。 

 当委員会としては、ブランド化を通して限りある

資源を次の世代につなげるためには、安定的な収入

の確保が重要で、収益を上げもうかる仕組みづくり

が必要となる。耕作放棄地対策や資源の活用という

観点から、ブランド化している点では先進的な取組

であるが、ふるさと納税への効果や販路拡大の点で

は大きな成果が上がっておらず、ＰＲ、販売促進の

方法が今後の課題であるとの意見を集約しました。 

 次に、広島県海田町では、「不登校について」調

査しました。 

 広島県では、令和元年度から、不登校ＳＳＲ（ス

ペシャルサポートルーム）推進校を指定し、不登校

の未然防止及び不登校児童生徒の社会的自立に向け

た支援を行っております。 

 事業開始初年度から指定を受けている海田町では、

不登校傾向になるのは小学校低学年からと考え、小

学校の段階でしっかりとケアすることを重点的に取

り組み、不登校児童生徒に寄り添った居場所づくり

を行うことにより、登校意欲を高め、不登校傾向に

ある児童生徒の登校日数が増えるなど、成果を上げ

ております。 

 子どもたち個々で不登校の原因は違うため、一律

の対応をせず、子どもたちが抱える課題、背景、理

由を確認し、状況を把握した上で、対応の選択肢を

与えることが重要であり、対応のマッチングが一番

よい効果をもたらしているとのことであります。 

 当委員会としては、いかに学校内に居場所をつく

るか、普通教室復帰ではない社会的自立のための支

援をどう行うか、様々な配慮、教員同士の情報共有

など、子どもを中心に徹底していたことに感動した。

子どもに対しての適切な場所、その場所に適任者を

充てる適材適所の人事が重要であるとの意見を集約

しました。 

 先進地で調査した内容を委員会において協議し、

所管課への現状確認を行った上で、不登校対策、学

校統廃合と跡地利用について、次の項目を提言する

ことを決定しました。 

 まず、不登校対策について。 

 一つ、小学校に、社会的自立に向けた支援と不登

校の未然防止を目的とした校内教育支援教室を設置

すること。 

 二つ、子どもの相談する力、ＳＯＳを出す力、自

分の強みを知り生かす力が育まれるよう、支援体制

の充実を図ること。 

 三つ、必要な教育予算を確保すること。 

 次に、学校統廃合と跡地利用について。 

 一つ、廃校活用の検討に当たっては、官民及び地

域が連携し取り組む仕組みを構築すること。 

 二つ、廃校を活用しやすい仕組み、応募しやすい

仕組みを構築すること。 

 三つ、廃校活用を強力に推進するための専属の担

当職員を配置すること。 
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 以上を提言し、今後の政策において検討されるよ

う要望するものであります。 

 これで、産業教育委員会の所管事務調査報告を終

わります。 

○議長（中里純人君） これから、産業教育委員長

の報告に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

   [｢なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 質疑なしと認めます。 

 産業教育委員会の所管事務調査の結果報告につい

ては、委員長報告のとおり承認することに御異議あ

りませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、産業教育委員会の所管事務調査の結

果報告は委員長報告のとおり承認されました。 

────────────── 

   △日程第30 閉会中の継続調査について 

○議長（中里純人君） 次に、日程第30、閉会中の

継続調査についてを議題とします。 

 お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続

調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 申出のとおり、閉会中の継続調査に付することに

御異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、申出のとおり、閉会中の継続調査に

付することに決定しました。 

────────────── 

   △日程第31 議員派遣について 

○議長（中里純人君） 次に、日程第31、議員派遣

についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 お手元に配付したとおり、議員派遣することに御

異議ありませんか。 

   [｢異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（中里純人君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議員派遣することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

────────────── 

   △市長挨拶 

○議長（中里純人君） この際、市長から発言の申

出がありますので、これを許可します。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 12月議会の閉会に当たり、

御挨拶を申し上げます。 

 去る11月29日に開会されました令和６年第４回市

議会定例会が、本日をもって最終日を迎えることと

なりました。今議会に提案いたしました全ての議案

につきまして、慎重に審議の上、議決していただき、

誠にありがとうございました。 

 本会議並びに委員会において賜りました御意見等

につきましては、今後の市政執行の中で十分配慮し

て対処してまいる所存であります。 

 中でも、ホテルアクシアに係る予算議案につきま

しては、本市の観光面、経済面において重要な施設

と認識をいたしております。無償譲渡した施設では

ありますけれども、施設の用途制限、土地の無償貸

付期限もあることから、期間終了後の市への返還も

想定し、施設の方向性を定める必要があります。 

 今後、検討経過も含め、丁寧に説明に努めてまい

ります。 

 さて、今年１年を振り返りますと、全国的には多

くの災害に見舞われ、本市におきましても、災害対

策の充実、防災意識の向上が強く求められることと

なりました。 

 また、本市におきましては、高校生の活躍が市民

に大きな感動と勇気、元気を与えてくれた１年でも

あったと思います。神村学園におきましては、サッ

カー部、ソフトボール部をはじめ、夏の甲子園では

２年連続のベスト４、吹奏楽部は先日の全日本マー

チングで最高賞の金賞を受賞、さらに、昨日京都で

行われました全国高校女子駅伝大会においては、優

勝こそかないませんでしたが５位入賞と健闘をいた

しました。また、市来農芸高等学校におきましては、

南九州黒牛枝肉共励会の高校生部門で２年連続の金

賞受賞であります。 

 一方で、社会の変化、特に地方における人口減

少・少子化は深刻な段階に来ていると思います。本
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市では、昨年度から人口減少・少子化対策を最重要

課題に位置づけ、子どもや若者を中心とした施策に

重点的に取り組んでいるところでありますけれども、

一般質問でも議論されましたように、農林漁業・商

工業などの産業面はじめ、学校再編や公共交通、環

境行政など、あらゆる分野において、これまでの延

長線上ではない思い切った変化・改革が求められて

おります。 

 来年は、本市市制施行20周年を迎え、言わば成人

としてのいちき串木野市の歩みを力強く進めていく

ときであります。議員の皆様はじめ市民のお声をお

聞きしながら、スピード感を持って対応してまいり

ます。 

 これから寒さも厳しくなり、慌ただしい年末年始

を迎えることとなります。くれぐれも健康管理に十

分留意され、そして越年をされて、新しい年が議員

各位並びに市民の皆様にとって素晴らしい年となり

ますよう祈念申し上げ、挨拶といたします。 

────────────── 

   △閉  会 

○議長（中里純人君） これで、令和６年第４回い

ちき串木野市議会定例会を閉会いたします。 

         閉会 午後０時20分 
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教育環境改善のため、2025（令和７）年度政府予算に係る意見書 

 

 学校現場では、貧困・いじめ・不登校・教職員の長時間労働や未配置など解決すべき課題が山積しており、

子どもたちのゆたかな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況

となっています。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置

増など教職員定数改善が不可欠です。 

 2021年の法改正により、小学校の学級編制標準は段階的に35人に引き下げられ、計画どおり進捗すれば、

2025年度で完了します。今後は、小学校に留まることなく、中学校・高等学校での早期実施と、きめ細かな

教育活動を進めるために、さらなる学級編制標準の引下げ、少人数学級の実現が必要です。 

 こうした観点から、2025年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう強く要請いたします。 

 

記 

 

１．中学校・高等学校までの35人以下学級を早急に実施すること。また、さらなる少人数学級実現を図るこ

と。 

 

２．学校施設、教材、図書、安全対策など、子どもたちの教育環境において自治体間格差を生じさせないた

めに、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復元すること。 

 

３．離島・山間部の多い鹿児島県において教育の機会均等を保障するため、国の学級編制基準を改めて、複

式学級の解消に向けて適切な措置を講ずること。また、学校統廃合については、地域や保護者の意見を尊

重して対処すること。 

 

４．特別支援学級在籍児童生徒の人数を交流学級の在籍数としてもカウントすること。 
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閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規

則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

   事  件  １．人口減少対策について 

         ２．防災対策（原発を含む）について 

         ３．行財政改革について 

         ４．生活環境について 

         ５．住民福祉について 

         ６．健康増進について 

 

  令和６年12月23日 

総務厚生委員会 

委員長 吉 留 良 三 

いちき串木野市議会 

議長 中 里 純 人 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

 本委員会は、所管事務のうち次の事件について、閉会中の継続調査を要するものと決定したので、会議規

則第111条の規定により申し出ます。 

 

記 

   事  件  １．農林水産業の振興について 

         ２．商工・交通運輸について 

         ３．食のまちづくり・観光振興について 

         ４．社会基盤の整備について 

         ５．教育問題について 

         ６．スポーツ・文化の振興について 

         ７．新エネルギー施策の推進について 

         ８．企業誘致について 

 

  令和６年12月23日 

産業教育委員会 

委員長 田 畑 和 彦 

いちき串木野市議会 

議長 中 里 純 人 様 

 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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議員派遣について 

 

 地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により、次のとおり議員を派遣する。 

 

記 

 １．鹿児島県市議会議員研修会 

  （１）派遣目的  地方自治行政の推進及び市政の発展に資するための研修 

  （２）派遣場所  鹿児島市川商ホール 

  （３）派遣期間  令和７年１月21日 

  （４）派遣議員  全議員 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する 

 

 

       いちき串木野市議会議長 

 

       いちき串木野市議会議員 

 

       いちき串木野市議会議員 

 

 


